
 
文京区男女平等参画推進会議運営要綱 

 

 

３文厚女発第６３０号  平成  ４年  ３月１６日区長決定 

６文厚女発第１５５号  平成  ６年  ４月  １日    改正 

９文厚女発第６１９号  平成１０年  ４月  １日    改正 

１１文厚女発第４９７号  平成１２年  ２月  １日    改正 

１３文区女  第２７３号  平成１３年１２月２１日    改正 

１３文区女  第３７９号 平成１４年 ３月２８日    改正 

１７文区男  第３２０号  平成１８年  ３月１０日    改正 

１８文男男 第 １１号 平成１８年 ４月 １日  改正 

２１文男男 第  ６号 平成２１年 ４月 １日  改正 

２４文男男 第２４８号 平成２４年１０月 １日  改正 

２５文男男 第２４９号 平成２５年１０月 ７日  改正 

２８文総総 第  ２号 平成２８年 ４月 １日  改正 

 

 

  （趣旨） 

第１条  この要綱は、文京区男女平等参画推進条例（平成２５年９月文京区条例第３９号）

第１４条に規定する文京区男女平等参画推進会議（以下「会議」という。）の運営に関し

必要な事項を定めるものとする。 

  （構成） 

第２条  会議は、次に掲げる者の中から区長が委嘱する委員１６人以内をもって構成する。 

 (1)  学識経験者               ４人以内 

 (2)  区内関係団体等の構成員   ８人以内 

 (3)  区民                     ４人以内 

２  前項第３号に規定する委員は、公募によるものとし、別に定めるところにより選考す

る。 

  （任期） 

第３条  委員の任期は、２年とする。 

２  委員は、１回に限り再任することができる。ただし、前条第１項第１号及び第２号に

規定する委員については、この限りでない。 

３  委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

  （会長及び副会長） 

第４条  会議に会長及び副会長各１人を置く。 

２  会長は、第２条第１項第１号に規定する委員のうちから、委員の互選により定める。 

３  会長は、会議を主宰し、会務を総理する。 

４  副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

５  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

  （会議） 

第５条  会議は、会長が招集する。 

２  会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３  会長は、必要があると認めたときは、関係者及び区職員を会議に出席させ、意見を述

べさせることができる。 

４  会議は、原則これを公開とする。ただし、会長が必要があると認めた場合は、非公開

とすることができる。 

 （部会） 

第６条 会議の効率的運営を図るため、必要に応じて指定する事項を検討する部会（以下

「部会」という。）を置くことができる。 



 
２ 部会長は、会長をもって充てる。 

３ 部会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する。 

４ 部会は、原則これを公開とする。ただし、会長が必要があると認めた場合は、非公開

とすることができる。 

 （幹事） 

第７条  会議及び部会に幹事を置く。 

２  幹事は、総務部長の職にある者をもって充てる。 

３  幹事は、会議及び部会に出席して意見を述べることができる。 

  （庶務） 

第８条  会議及び部会の庶務は、総務部総務課において処理する。 

  （その他） 

第９条  会議及び部会の運営その他この要綱の施行について必要な事項は、区長が別に定

める。 

 

      付  則 

  この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

      付  則 

  （施行期日） 

１  この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

  （準備行為） 

２  この要綱による改正後の文京区男女平等参画推進会議設置要綱の規定による委員の公

募その他の必要な準備については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。 

      付  則 

  （施行期日） 

１  この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

  （準備行為） 

２  この要綱による改正後の文京区男女平等参画推進会議設置要綱の規定による委員の公

募その他の必要な準備については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。 

付  則 

  この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

付  則 

  この要綱は、平成２４年１０月１日から施行する。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年１１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の文京区男女平等参画推進会議設置要綱第３条の規定により委嘱された委員の

うち、前項の施行の日（以下「施行日」という。）前から施行日以後に引き続く者につい

ては、改正後の文京区男女平等参画推進会議運営要綱第２条の規定により委嘱されたも

のとみなす。この場合において、当該委員の任期は、なお従前の例による。 

 （委員に関する特例） 

３ 施行日以後平成２６年３月３１日までの間に委嘱された委員の任期については、第３

条第１項の規定にかかわらず、平成２６年３月３１日までとする。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 


